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(57)【要約】
【課題】外観及び密着性の優れる積層体、成形体及び成形体の製造方法を提供する。
【解決手段】熱可塑性樹脂を含む第１の樹脂層、第２の樹脂層、及び
　金属又は金属酸化物を含む金属層を、この順に含む積層体であって、前記第２の樹脂層
の厚みが３５ｎｍ以上７０ｎｍ以下であり、前記第２の樹脂層の樹脂と前記第１の樹脂層
の樹脂が同一でない積層体。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱可塑性樹脂を含む第１の樹脂層、
　第２の樹脂層、及び
　金属又は金属酸化物を含む金属層を、この順に含む積層体であって、
　前記第２の樹脂層の厚みが３５ｎｍ以上７０ｎｍ以下であり、前記第２の樹脂層の樹脂
と前記第１の樹脂層の樹脂が同一でない積層体。
【請求項２】
　前記第２の樹脂層が、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、ポリオレフィン及びポリエステル
からなる群から選択される１以上の樹脂を含む請求項１に記載の積層体。
【請求項３】
　前記第１の樹脂層がポリプロピレンを含む請求項１又は２に記載の積層体。
【請求項４】
　前記金属又は金属酸化物が、スズ、インジウム、クロム、アルミニウム、ニッケル、銅
、銀、金、白金及び亜鉛からなる群から選択される１以上の金属又は金属の酸化物である
請求項１～３のいずれかに記載の積層体。
【請求項５】
　前記金属又は金属酸化物が、インジウム及びアルミニウムからなる群から選択される１
以上の金属又は金属の酸化物である請求項１～３のいずれかに記載の積層体。
【請求項６】
　前記金属層の、前記第２の樹脂層と接する面と反対の面に、印刷層を、一部又は全面に
含む請求項１～５のいずれかに記載の積層体。
【請求項７】
　前記金属層と前記第２の樹脂層との間に、印刷層を、一部又は全面に含む請求項１～５
のいずれかに記載の積層体。
【請求項８】
　第３の樹脂層を、前記第１の樹脂層の、前記第２の樹脂層と接する面と反対の面に含み
、前記第３の樹脂層の樹脂は、前記第２の樹脂層の樹脂と同一である請求項１～７のいず
れかに記載の積層体。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載の積層体の成形体。
【請求項１０】
　前記金属又は金属酸化物がインジウム又は酸化インジウムであり、前記第１の樹脂層の
、前記第２の樹脂層と接する面と反対の面から測定した光沢度が、２５０％以上である請
求項９に記載の成形体。
【請求項１１】
　前記金属又は金属酸化物がアルミニウム又は酸化アルミニウムであり、前記第１の樹脂
層の、前記第２の樹脂層と接する面と反対の面から測定した光沢度が３８０％以上である
請求項９に記載の成形体。
【請求項１２】
　請求項１～８のいずれかに記載の積層体を成形し、成形体を得る成形体の製造方法。
【請求項１３】
　前記成形は、前記積層体を金型に装着し、成形用樹脂を供給して一体化して行う請求項
１２に記載の成形体の製造方法。
【請求項１４】
　前記成形は、前記積層体を金型に合致するよう附形し、前記附形した積層体を金型に装
着し、成形用樹脂を供給して一体化して行う請求項１２に記載の成形体の製造方法。
【請求項１５】
　前記成形は、
　チャンバーボックス内に芯材を配設し、
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　前記芯材の上方に、前記積層体を配置し、
　前記チャンバーボックス内を減圧し、
　前記積層体を加熱軟化し、
　加熱軟化させた前記積層体を前記芯材に押圧して被覆させる請求項１２に記載の成形体
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層体、成形体及び成形体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、樹脂成形体に金属調の意匠を附与するには、メッキが使用されている。しかし、
メッキは、大量の廃液と有害物質が発生するため、近年、環境負荷の低減を目的として、
メッキの代替技術が盛んに検討されている。
　この中で、蒸着によってプラスチックのシートに金属薄膜を形成し、これを様々な加飾
成形法にて筐体と一体化し、メッキに代わる金属調の意匠を付与する方法が開発されてい
る。
【０００３】
　特許文献１では、プラスチックシートと金属薄膜を密着させるため、０．５～３μｍ程
度（より好ましくは１～２μｍ）の厚みのプライマー層を用いる方法が記載されている。
　また、特許文献２では、プラスチックシートと金属薄膜を密着させるため、０．１μｍ
～３．０μｍ（望ましくは０．３μｍ～１．０μｍ）の厚みのアンカーコート層、及び０
．３μｍ～５．０μｍ（さらに望ましくは０．５μｍ～２．０μｍ）の厚みの第２アンカ
ーコート層を用いる方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２０８４３２号公報
【特許文献２】特開２００５－３０５７８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１のプライマー層や特許文献２のアンカーコート層のような樹脂層を用いる場
合、金属薄膜への密着性や、樹脂層の経時や熱に対する変化の大きさによっては、金属薄
膜に微細なクラックが発生し、虹色の輝度ムラが発生するレインボー現象や、白化による
輝度の低下が起こる。
　特に、プラスチックシートに、密着性の低いポリプロピレンを用いた場合、他の材料の
シートと比較して、微細なクラックが生じやすい。
　本発明の目的は、外観及び密着性の優れる積層体、成形体及び成形体の製造方法を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らが鋭意検証を行った結果、クラックやレインボーのような外観不良等が、樹
脂層の厚みに関係することを見出し、本発明に至った。
　本発明によれば、以下の積層体、成形体及び成形体の製造方法が提供される。
１．熱可塑性樹脂を含む第１の樹脂層、
　第２の樹脂層、及び
　金属又は金属酸化物を含む金属層を、この順に含む積層体であって、
　前記第２の樹脂層の厚みが３５ｎｍ以上７０ｎｍ以下であり、前記第２の樹脂層の樹脂
と前記第１の樹脂層の樹脂が同一でない積層体。
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２．前記第２の樹脂層が、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、ポリオレフィン及びポリエステ
ルからなる群から選択される１以上の樹脂を含む１に記載の積層体。
３．前記第１の樹脂層がポリプロピレンを含む１又は２に記載の積層体。
４．前記金属又は金属酸化物が、スズ、インジウム、クロム、アルミニウム、ニッケル、
銅、銀、金、白金及び亜鉛からなる群から選択される１以上の金属又は金属の酸化物であ
る１～３のいずれかに記載の積層体。
５．前記金属又は金属酸化物が、インジウム及びアルミニウムからなる群から選択される
１以上の金属又は金属の酸化物である１～３のいずれかに記載の積層体。
６．前記金属層の、前記第２の樹脂層と接する面と反対の面に、印刷層を、一部又は全面
に含む１～５のいずれかに記載の積層体。
７．前記金属層と前記第２の樹脂層との間に、印刷層を、一部又は全面に含む１～５のい
ずれかに記載の積層体。
８．第３の樹脂層を、前記第１の樹脂層の、前記第２の樹脂層と接する面と反対の面に含
み、前記第３の樹脂層の樹脂は、前記第２の樹脂層の樹脂と同一である１～７のいずれか
に記載の積層体。
９．１～８のいずれかに記載の積層体の成形体。
１０．前記金属又は金属酸化物がインジウム又は酸化インジウムであり、前記第１の樹脂
層の、前記第２の樹脂層と接する面と反対の面から測定した光沢度が、２５０％以上であ
る９に記載の成形体。
１１．前記金属又は金属酸化物がアルミニウム又は酸化アルミニウムであり、前記第１の
樹脂層の、前記第２の樹脂層と接する面と反対の面から測定した光沢度が３８０％以上で
ある９に記載の成形体。
１２．１～８のいずれかに記載の積層体を成形し、成形体を得る成形体の製造方法。
１３．前記成形は、前記積層体を金型に装着し、成形用樹脂を供給して一体化して行う１
２に記載の成形体の製造方法。
１４．前記成形は、前記積層体を金型に合致するよう附形し、前記附形した積層体を金型
に装着し、成形用樹脂を供給して一体化して行う１２に記載の成形体の製造方法。
１５．前記成形は、
　チャンバーボックス内に芯材を配設し、
　前記芯材の上方に、前記積層体を配置し、
　前記チャンバーボックス内を減圧し、
　前記積層体を加熱軟化し、
　加熱軟化させた前記積層体を前記芯材に押圧して被覆させる１２に記載の成形体の製造
方法。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、外観及び密着性の優れる積層体、成形体及び成形体の製造方法が提供
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の積層体の第１の樹脂層を製造するための製造装置の一例の概略構成図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の積層体は、熱可塑性樹脂を含む第１の樹脂層、第２の樹脂層、及び金属又は金
属酸化物を含む金属層を、この順に含み、第２の樹脂層の厚みが３５ｎｍ以上７０ｎｍ以
下であり、第２の樹脂層の樹脂と第１の樹脂層の樹脂が同一でない。
【００１０】
　本発明の積層体は、第２の樹脂層を含むことで、金属層と第１の樹脂層を密着させるこ
とができる。
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　また、第２の樹脂層の厚みが７０ｎｍ以下の場合、第１の樹脂層が動きやすい（経時や
熱により体積が変動しやすい）樹脂であっても、熱成形時や長期保存時の歪みが減少し、
金属層が追従できる範囲内となるため、微細なクラックが生じず、輝度に優れた金属調の
成形体を得ることができる。
　一方、３５ｎｍ以上の場合、金属層と良好に密着させることができる。
【００１１】
　第２の樹脂層の厚みは、４０ｎｍ以上６５ｎｍ以下が好ましく、４５ｎｍ以上６０ｎｍ
以下がより好ましい。
【００１２】
　第２の樹脂層の厚みは、例えば、反射Ｘ線小角散乱法により測定できる。この方法によ
り、本発明の積層体の金属又は金属酸化物を含む金属層の厚みも測定できる。
【００１３】
　第２の樹脂層の樹脂と第１の樹脂層の樹脂は同一ではない。第２の樹脂層は、ウレタン
樹脂、アクリル樹脂、ポリオレフィン及びポリエステルからなる群から選択される１以上
の樹脂を含むことが好ましい。中でも、第１の樹脂層や後述の印刷層への密着性及び成形
性に鑑みて、ウレタン樹脂が好ましい。
　これにより、第２の樹脂層は、易接着層として機能することができる。
【００１４】
　第２の樹脂層は、１層以上であることが好ましく、複数の層から構成されてもよい。１
～２層であることが好ましい。
【００１５】
　ウレタン樹脂は、ジイソシアネート、高分子量ポリオール及び鎖延長剤の反応物が好ま
しい。高分子量ポリオールとして、ポリエーテルポリオール、ポリカーボネートポリオー
ル等が挙げられる。
　これにより、積層体が複雑な非平面状に成形される場合でも、第１の樹脂層に追従して
良好に形成できる。また、金属層のひび割れや剥離を防ぐことができる。
【００１６】
　ウレタン樹脂としては、ハイドランＷＬＳ－２０２（ＤＩＣ株式会社製）等が挙げられ
る。
【００１７】
　アクリル樹脂としては、アクリット８ＵＡ－３６６（大成ファインケミカル株式会社製
）等が挙げられる。
　ポリオレフィンとしては、アローベースＤＡ－１０１０（ユニチカ株式会社製）等が挙
げられる。
【００１８】
　第２の樹脂層の引張破断伸度は、１５０％以上９００％以下が好ましく、より好ましく
は２００％以上８５０％以下、特に好ましくは３００％７５０％以下である。
【００１９】
　第２の樹脂層の引張破断伸度が１５０％未満である場合、熱成形時に第１の樹脂層の伸
びに第２の樹脂層が追従することができず、クラックが入り、金属層にひび割れが生じた
り、剥離したりするおそれがある。一方、引張破断伸度が９００％を超える場合、耐水性
が悪化するおそれがある。
【００２０】
　引張破断伸度は、例えばＪＩＳ　Ｋ７３１１に準拠した方法で、厚み１５０μｍの試料
にて測定することができる。
【００２１】
　第２の樹脂層の軟化温度は、５０℃以上１８０℃以下が好ましく、より好ましくは９０
℃以上１７０℃以下、特に好ましくは１００℃以上１６５℃以下である。
【００２２】
　第２の樹脂層の軟化温度が５０℃より低い場合、常温での第２の樹脂層の強度が不足し
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、金属層のひび割れが生じたり剥離したりするおそれがある。一方、１８０℃を超える場
合、熱成形時に十分軟化できず、第２の樹脂層にクラックが入り、金属層にひび割れが生
じたり剥離したりするおそれがある。
　軟化温度は、例えば、高化式フローテスターによる流動開始温度を測定することで求め
ることができる。
【００２３】
　第２の樹脂層のガラス転移温度は－６０℃以上１００℃以下であることが好ましく、－
５５℃以上８０℃以下がより好ましい。
　ガラス転移温度が－６０℃未満では、第２の樹脂層の歪みが金属層の追従性を超えるお
それがあり、長期使用時に微細なクラックによる不良が発生するおそれがある。一方、１
００℃を超えると軟化温度が高くなるため、熱成形時の伸びが不足するおそれがあり、延
伸部の伸びムラが発生して、金属層に微細割れが発生するおそれがある。
【００２４】
　第２の樹脂層は、例えば、ウレタン樹脂を、第１の樹脂層に、グラビアコーター、キス
コーター、又はバーコーター等で塗布し、８０℃にて１分間乾燥することで、形成するこ
とができる。
【００２５】
　第１の樹脂層は、熱可塑性樹脂を含む。熱可塑性樹脂としては、ポリプロピレン、ポリ
オレフィン、変性ポリオレフィン、ポリエチレン、ポリオレフィン系エラストマー等が挙
げられる。これらは、１種単独でも、２種以上を組み合わせてもよい。特に、耐熱性、硬
度の理由からポリプロピレンが好ましい。
【００２６】
　ポリプロピレンは、少なくともプロピレンを含む重合体である。具体的には、ホモポリ
プロピレン、プロピレンとオレフィンとの共重合体等が挙げられる。特に、耐熱性、硬度
の理由からホモポリプロピレンが好ましい。
　共重合体としては、ブロック共重合体でも、ランダム共重合体でもよく、これらの混合
物でもよい。
　オレフィンとしては、エチレン、ブチレン、シクロオレフィン等が挙げられる。
　ポリプロピレンは、１種単独でも、２種以上を組み合わせてもよい。
【００２７】
　ポリプロピレンのアイソタクチックペンタッド分率が８０％以上９８％以下であること
が好ましい。より好ましくは８６％以上９８％以下、さらに好ましくは９１％以上９８％
以下である。
　アイソタクチックペンタッド分率が８０％未満の場合、成形シートの剛性が不足するお
それがある。一方、アイソタクチックペンタッド分率が９８％を超える場合、透明性が低
下するおそれがある。
　上記範囲内であることで、透明性が得られ、良好に加飾しやすくなる。
【００２８】
　アイソタクチックペンタッド分率とは、樹脂組成の分子鎖中のペンタッド単位（プロピ
レンモノマーが５個連続してアイソタクチック結合したもの）でのアイソタクチック分率
である。この分率の測定法は、例えばマクロモレキュールズ（Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌ
ｅｓ）第８巻（１９７５年）６８７頁に記載されており、１３Ｃ－ＮＭＲにより測定でき
る。
【００２９】
　ポリプロピレンは、メルトフローレート（Ｍｅｌｔ　Ｆｌｏｗ　Ｒａｔｅ：以下、ＭＦ
Ｒと称す）が０．５ｇ／１０分以上５．０ｇ／１０分以下であることが好ましい。１．５
ｇ／１０分以上４．５ｇ／１０分以下がより好ましく、さらに好ましくは２．０ｇ／１０
分以上４．０ｇ／１０分以下である。
【００３０】
　ＭＦＲが０．５ｇ／１０分未満の場合、押出成形時のダイスリップ部でのせん断応力が
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強くなり、結晶化を促進して透明性が低下するおそれがある。一方、ＭＦＲが５．０ｇ／
１０分を超える場合、熱成形時にドローダウンが大きくなって成形性が低下するおそれが
ある。
　ＭＦＲの測定については、ＪＩＳ－Ｋ７２１０に準拠し、例えば、測定温度２３０℃、
荷重２．１６ｋｇで測定できる。
【００３１】
　ポリプロピレンは、成形性の観点から、１３０℃での結晶化速度が２．５ｍｉｎ－１以
下であると好ましく、２．０ｍｉｎ－１以下であるとより好ましい。結晶化速度が、２．
５ｍｉｎ－１を超えると、附形時に加熱されて軟化した積層体が、最初に金型へ接触した
部分が急速に硬化して伸びが悪くなり、無理矢理伸ばされる部分が白化して意匠性が低下
するおそれがある。
【００３２】
　ポリプロピレンの結晶化速度は、例えば、示差走査熱量測定器（ＤＳＣ）（製品名「Ｄ
ｉａｍｏｎｄ　ＤＳＣ」、パーキンエルマー社製）を用いて測定できる。具体的には、ポ
リプロピレンを１０℃／ｍｉｎにて５０℃から２３０℃に昇温し、２３０℃にて５分間保
持し、８０℃／ｍｉｎで２３０℃から１３０℃に冷却し、その後１３０℃に保持して結晶
化を行う。１３０℃になった時点から熱量変化について測定を開始し、得られるＤＳＣ曲
線から、以下の手順（ｉ）～（ｉｖ）により結晶化速度を求めることができる。
（ｉ）測定開始からピークトップまでの時間の１０倍の時点から、２０倍の時点までの熱
量変化を直線で近似したものをベースラインとする。
（ｉｉ）ピークの変曲点における傾きを有する接線とベースラインとの交点を求め、結晶
化開始時間及び終了時間を求める。
（ｉｉｉ）得られた結晶化開始時間から、ピークトップまでの時間を結晶化時間として測
定する。
（iｖ）得られた結晶化時間の逆数から、結晶化速度を求める。
【００３３】
　ポリオレフィンは、ポリエチレンやオレフィン共重合体等が挙げられ、直鎖状低密度ポ
リエチレンが好ましい。
　オレフィンとしては、上記と同様のものが挙げられる。
【００３４】
　変性ポリオレフィンは、オレフィン重合体の変性用化合物による変性物である。
　オレフィン重合体としては、ホモポリプロピレン、ホモポリエチレン、プロピレンとオ
レフィンとの共重合体、エチレンとオレフィンとの共重合体、ポリシクロオレフィン等が
挙げられる。オレフィンは上記と同様のものが挙げられる。
　変性ポリオレフィンは、１種単独でも、２種以上を組み合わせてもよい。
【００３５】
　変性用化合物としては、無水マレイン酸、マレイン酸ジメチル、マレイン酸ジエチル、
アクリル酸、メタクリル酸、テトラヒドロフタル酸、グリシジルメタクリレート、ヒドロ
キシエチルメタクリレート及びメチルメタクリレート等が挙げられる。
【００３６】
　第１の樹脂層には、必要に応じて、顔料、酸化防止剤、安定剤、紫外線吸収剤、造核剤
等の添加剤を配合してもよい。
【００３７】
　第１の樹脂層の結晶構造としては、スメチカ晶を含むことが好ましい。
　スメチカ晶は、準安定状態の中間相であり、一つ一つのドメインサイズが小さいため、
透明性に優れるため、好ましい。また、準安定状態であるため、結晶化が進んだα晶と比
較して、低い熱量でシートが軟化するため、成形性に優れるため、好ましい。
　他に、β晶、γ晶、非晶部等他の結晶形を含んでもよい。
　第１の樹脂層の３０％以上、５０％以上、７０％以上又は９０％以上が、スメチカ晶で
もよい。
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【００３８】
　第１の樹脂層の厚さは、６０～２５０μｍであることが好ましく、７５～２２０μｍが
より好ましい。
【００３９】
　第１の樹脂層の形成の方法は、押出法等が挙げられる。
【００４０】
　冷却は、８０℃／秒以上で、第１の樹脂層の内部温度が結晶化温度以下となるまで行う
ことが好ましい。
　これにより、第１の樹脂層の結晶構造を、上述のスメチカ晶とすることができる。
　冷却は、９０℃／秒以上がより好ましく、１５０℃／秒以上がさらに好ましい。
【００４１】
　第１の樹脂層を製造するための製造装置の一例を、図１に示す。
　図１に示す製造装置は、押出機のＴダイ１２、第１冷却ロール１３、第２冷却ロール１
４、第３冷却ロール１５、第４冷却ロール１６、金属製エンドレスベルト１７、剥離ロー
ル２１を備える。
　このように構成された製造装置を用いた急冷によるシート（第１の樹脂層）１１の製造
方法を以下に説明する。
【００４２】
　まず、押し出された溶融樹脂と直接接触し、これを冷却する金属製エンドレスベルト１
７及び第４冷却ロール１６の表面温度が露点以上、５０℃以下、好ましくは３０℃以下に
保たれるように、予め各冷却ロール１３、１４、１５、１６の温度制御を行う。
【００４３】
　ここで、第４冷却ロール１６及び金属製エンドレスベルト１７の表面温度が露点以下で
は、表面に結露が生じ均一な製膜が困難になる可能性がある。一方、表面温度が５０℃よ
り高いと、得られるシート１１の透明性が低くなるとともに、α晶が多くなり、熱成形し
にくいものとなる可能性がある。従って、表面温度は例えば２０℃である。
【００４４】
　次に、押出機のＴダイ１２より押し出された溶融樹脂（造核剤を含まない）を第１冷却
ロール１３上で金属製エンドレスベルト１７と、第４冷却ロール１６との間に挟み込む。
この状態で、溶融樹脂を第１、第４冷却ロール１３、１６で圧接するとともに、２０℃で
急冷する。
　この際、第１冷却ロール１３及び第４冷却ロール１６間の押圧力で弾性材２２が圧縮さ
れて弾性変形する。
　この弾性材２２が弾性変形している部分、即ち、第１冷却ロール１３の中心角度θ１に
対応する円弧部分で、急冷されたシートは各冷却ロール１３、１６により面状圧接されて
いる。この際の面圧は、通常０．１ＭＰａ以上２０ＭＰａ以下である。
【００４５】
　上述のように圧接され、第４冷却ロール１６及び金属製エンドレスベルト１７間に挟ま
れたシートは、続いて、第４冷却ロール１６の略下半周に対応する円弧部分で金属製エン
ドレスベルト１７と第４冷却ロール１６とに挟まれて面状圧接される。この際の面圧は、
通常０．０１ＭＰａ以上０．５ＭＰａ以下である。
【００４６】
　このように第４冷却ロール１６で面状圧接及び冷却された後、金属製エンドレスベルト
１７に密着したシートは、金属製エンドレスベルト１７の回動とともに第２冷却ロール１
４上に移動される。ここで、剥離ロール２１によりガイドされて第２冷却ロール１４側に
押圧されたシートは、前述と同様、第２冷却ロール１４の略上半周に対応する円弧部分で
金属製エンドレスベルト１７により面状圧接され、再び３０℃以下の温度で冷却される。
この際の面圧は、通常０．０１ＭＰａ以上０．５ＭＰａ以下である。
【００４７】
　第２冷却ロール１４上で冷却されたシートは、剥離ロール２１により金属製エンドレス
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ベルト１７から剥離され、巻き取りロール（図示省略）により、所定の速度で巻き取られ
る。
【００４８】
　金属層において、金属又は金属酸化物の金属としては、積層体に金属調の意匠を付与で
きる金属であれば特に限定されないが、例えば、スズ、インジウム、クロム、アルミニウ
ム、ニッケル、銅、銀、金、白金、亜鉛、及びこれらのうち少なくとも１種を含む合金等
が挙げられる。これらは、１種単独でも、２種以上を組み合わせてもよい。
【００４９】
　これらの中でも、伸展性の観点と、色調が優れるという観点から、好ましくはインジウ
ム及びアルミニウムが挙げられる。これにより、積層体を三次元成形した際にクラックが
発生しにくくなる。
【００５０】
　金属層の厚みは、５ｎｍ以上８０ｎｍ以下が好ましく、１５ｎｍ以上７０ｎｍ以下が好
ましい。５ｎｍ未満の場合、所望していた金属光沢が得られなくなるおそれがあり、一方
、８０ｎｍを超えると、クラックが生じるおそれがある。
【００５１】
　金属層の形成方法は、特に制限されないが、質感が高く高級感のある金属調の意匠を積
層体に付与する観点から、例えば、上述の金属を用いた、蒸着法、真空蒸着法、スパッタ
リング法、イオンプレーティング法等が好ましい。特に、真空蒸着法は、低コストで、被
蒸着体へのダメージが少ないため、好ましい。蒸着の条件は、用いる金属の溶融温度又は
蒸発温度に応じて適宜設定すればよい。また、上記の金属を含むペーストを塗工する方法
、上記の金属を用いためっき法等を用いることができる。
【００５２】
　本発明の積層体は、上述の第１の樹脂層、第２の樹脂層及び金属層を、この順に積層し
たものである。
　第１の樹脂層及び第２の樹脂層は、接していてもよい。また、第２の樹脂層及び金属層
は接していてもよい。
　本発明の積層体は、印刷層、第３の樹脂層、バッキングフィルム等を含んでもよい。
【００５３】
　印刷層は、金属層の、第２の樹脂層と接する面と反対の面、又は金属層と第２の樹脂層
との間に、形成されることが好ましい。
　印刷層は、一部に形成されてもよく、全面に形成されてもよい。印刷層の形状としては
、特に制限されず、ベタ状、カーボン調、木目調等の様々な形状が挙げられる。
【００５４】
　印刷の方法としては、スクリーン印刷法、オフセット印刷法、グラビア印刷法、ロール
コート法、スプレーコート法等の一般的な印刷方法が利用できる。特に、スクリーン印刷
法はインキの厚みを厚くできるので、複雑な形状に成形した際にインキ割れが発生しにく
いことから好ましい。
　例えば、スクリーン印刷の場合、成形時の伸びに優れたインキが好ましく、十条ケミカ
ル株式会社製のＦＭ３１０７高濃度白やＳＩＭ３２０７高濃度白等が例示できるが、この
限りではない。
【００５５】
　第３の樹脂層は、第１の樹脂層の、第２の樹脂層と接する面と反対の面に形成されるこ
とが好ましい。第３の樹脂層が存在することで、第１の樹脂層の金属層とは反対側に、印
刷層やコーティング層を形成しやすくなる。
　第３の樹脂層の樹脂としては、第２の樹脂層の樹脂と同様のものが挙げられる。第３の
樹脂層の樹脂は、第２の樹脂層の樹脂と同一であることが好ましい。
【００５６】
　第３の樹脂層の厚みは、１００ｎｍ以上３０００ｎｍ以下が好ましい。第３の樹脂層の
厚みが１００ｎｍ未満では、スクリーン印刷時のインキの密着性が得られなくなるおそれ
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がある。３０００ｎｍを超えるとべた付きが生じてブロッキングの原因となるおそれがあ
る。
【００５７】
　第３の樹脂層の、第１の樹脂層と接する面と反対の面には、印刷層やハードコート、反
射防止コート、遮熱コート等の各種コーティング層を積層できるが、この限りではない。
【００５８】
　本発明の成形体の製造方法では、上記積層体を、成形し、本発明の成形体を得ることが
できる。
【００５９】
　本発明の成形体は、金属又は金属酸化物がインジウム又は酸化インジウムの場合、光沢
度が、２５０％以上であることが好ましい。より好ましくは３００％以上、特に好ましく
は３３０％以上である。
　光沢度が２５０％以上であれば、金属光沢を発現し、優れた金属調の意匠を成形体へ附
与できる。
【００６０】
　また、本発明の成形体は、金属又は金属酸化物がアルミニウム又は酸化アルミニウムの
場合、光沢度が３８０％以上であることが好ましい。より好ましくは４００％以上、特に
好ましくは４２０％以上である。
　光沢度が３８０％以上であれば、金属光沢を発現し、優れた金属調の意匠を成形体へ附
与できる。
【００６１】
　光沢度の測定については、ＪＩＳ　Ｚ　８７４１の６０度鏡面光沢の測定方法に準拠し
て測定することができる。
　具体的には、自動式測色色差計（ＡＵＤ－ＣＨ－２型－４５，６０、スガ試験機株式会
社製）を使用し、シートに光を入射角６０度で照射し、同じく６０度で反射光を受光した
ときの反射光束ψｓを測定し、屈折率１．５６７のガラス表面からの反射光束ψ０ｓとの
比により、下式（１）により、光沢度を求めることができる。
　光沢度（Ｇｓ）＝（ψｓ／ψ０ｓ）＊１００　…（１）
【００６２】
　光沢度は、第１の樹脂層の、第２の樹脂層と接する面と反対の面から測定することが好
ましい。
【００６３】
　成形する方法としては、インモールド成形、インサート成形、被覆成形等が挙げられる
。
【００６４】
　インモールド成形は、金型内に積層体を設置して、金型内に供給される成形用樹脂の圧
力で所望の形状に成形して成形体を得る方法である。
　インモールド成形として、積層体を金型に装着し、成形用樹脂を供給して一体化して行
うことが好ましい。
【００６５】
　インサート成形では、金型内に設置する附形体を予備附形しておき、その形状に成形用
樹脂を充填することで、成形体を得る方法である。より複雑な形状を出すことができる。
　インサート成形として、積層体を金型に合致するよう附形し、附形した積層体を金型に
装着し、成形用樹脂を供給して一体化して行うことが好ましい。
　金型に合致するようする附形（予備附形）は、真空成型、圧空成型、真空圧空成型、プ
レス成型、プラグアシスト成形等で行うことが好ましい。
【００６６】
　成形用樹脂は、成形可能な熱可塑性樹脂が好ましい。具体的には、ポリプロピレン、ポ
リエチレン、ポリカーボネート、アセチレン－スチレン－ブタジエン共重合体、アクリル
重合体等が例示できるが、この限りではない。ファイバーやタルク等の無機フィラーを添
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加してもよい。
　供給は、射出で行うことが好ましく、圧力５ＭＰａ以上１２０ＭＰａ以下が好ましい。
　金型温度は２０℃以上９０℃以下であることが好ましい。
【００６７】
　被覆成形として、チャンバーボックス内に芯材を配設し、芯材の上方に、積層体を配置
し、チャンバーボックス内を減圧し、積層体を加熱軟化し、芯材の上面に、積層体を接触
し、加熱軟化させた積層体を芯材に押圧して被覆させることが好ましい。
　加熱軟化後、芯材の上面に、積層体を接触させることが好ましい。
　押圧は、チャンバーボックス内において、積層体の、芯材と接する側を減圧したまま、
積層体の、芯材の反対側を加圧することが好ましい。
【００６８】
　芯材は、凸状でも凹状であってもよく、例えば三次元曲面を有する樹脂、金属、セラミ
ック等が挙げられる。樹脂は、上述の成形に用いる樹脂と同様のものが挙げられる。
【００６９】
　具体的には、互いに分離可能な、上下ふたつの成型室から構成されるチャンバーボック
スを用いることが好ましい。
　まず、下成型室内のテーブル上へ芯材を載せ、セットする。被成型物である本発明の積
層体を下成型室上面にクランプで固定する。この際、上・下成型室内は大気圧である。
　次に上成型室を降下させ、上・下成型室を接合させ、チャンバーボックス内を閉塞状態
にする。上・下成型室内の両方を大気圧状態から、真空タンクによって真空吸引状態とす
る。
　上・下成型室内を真空吸引状態にした後、ヒータを点けて加飾シートの加熱を行なう。
次に上・下成型室内は真空状態のまま下成型室内のテーブルを上昇させる。
　次に、上成型室内の真空を開放し大気圧を入れることによって、被成型物である本発明
の積層体は芯材へ押し付けられてオーバーレイ（成型）される。尚、上成型室内に圧縮空
気を供給することで、より大きな力で被成型物である本発明の積層体を芯材へ密着させる
ことも可能である。
　オーバーレイが完了した後、ヒータを消灯し、下成型室内の真空も開放して大気圧状態
へ戻し、上成型室を上昇させ、加飾印刷された積層体が表皮材として被覆された製品を取
り出す。
【００７０】
　本発明の積層体及び成形体、並びに本発明の方法で得られる成形体は、デスクトップパ
ソコンやノート型パソコン等のコンピューター部品、携帯電話部品、電気又は電子機器、
携帯情報端末、家電製品部品、便座、自動車部品、自動二輪車部品、産業資材及び建築材
等に使用することができる。
【実施例】
【００７１】
実施例１
（１）積層体の製造
　図１に示す製造装置を用いた。押出機にポリプロピレン（プライムポリプロＦ－１３３
Ａ　株式会社プライムポリマー製（メルトフローインデックス３ｇ／１０分、ホモポリプ
ロピレン））を投入し、以下の条件で押し出して、第１の樹脂層を得た。
押出機の直径：１５０ｍｍ
Ｔダイ１２の幅：１４００ｍｍ
厚み：２００μｍ
シート１１の引き取り速度：２５ｍ／分
第４冷却ロール１６及び金属製エンドレスベルト１７の表面温度：１７℃
冷却速度：１０，８００℃／分
【００７２】
　尚、メルトフローインデックスの測定については、ＪＩＳ－Ｋ７２１０に準拠して測定
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した。
【００７３】
　得られた第１の樹脂層にコロナ処理を施し、ウレタン樹脂（ハイドランＷＬＳ－２０２
　ＤＩＣ株式会社製）をバーコーターにて、乾燥後の厚みが４９ｎｍとなるように塗布し
、８０℃にて１分間乾燥して第２の樹脂層を形成した。
【００７４】
　得られた第２の樹脂層の、第１の樹脂層と反対の面に、アルミニウムを５０ｎｍ蒸着し
、金属薄膜（金属又は金属酸化物を含む金属層）を形成し、積層体を得た。
【００７５】
（２）積層体の評価
　得られた積層体の第２の樹脂層の厚みを、反射Ｘ線小角散乱法にて測定した。
　ＳｍａｒｔＬａｂ（株式会社リガク製）にて、Ｃｕ－Ｋα線、波長１．５４０６Å、出
力２００ｋＶ、４５ｍＡのＸ線を使用し、２θ＝０．２°から１．５°の範囲のＸ線の反
射強度を測定した。得られた２θとＸ線の反射強度の曲線から、第２の樹脂層の厚みを算
出した。
【００７６】
　得られた積層体について、金属層の、第２の樹脂層と接する面と反対の面側に、カッタ
ーナイフを用いて、１ｍｍ間隔で１１本切れ込みを入れた。さらに、その切れ込みと直行
するように、１ｍｍ間隔で１１本切れ込みを入れ、１０×１０のマスを作った。
　市販のセロハンテープ（ニチバン製ＣＴ－２４（幅２４ｍｍ））を、上記切れ込みの上
に貼り、指の腹でよく密着させたのち、セロハンテープを剥離した。
　残ったマスの数を百分率で表し、密着性を評価した。結果を表１に示す。
【００７７】
（３）成形体の製造
　得られた積層体について、真空圧空成形機ＦＭ－３Ｍ／Ｈ（株式会社ミノス製）を用い
て、真空圧空成形により熱成形し、成形体を得た。
【００７８】
（４）成形体の評価
　得られた成形体の外観を評価した。
　クラックについて、金属光沢を発現する場合を◎、金属光沢は残っているが低下してい
る場合を○、金属光沢が失われている場合を×とし、目視にて評価した。結果を表１に示
す。
　レインボーについて、レインボーが発生していない場合を○、発生している場合を×と
し、目視にて評価した。結果を表１に示す。
【００７９】
　また、得られた成形体について、ＪＩＳ　Ｚ　８７４１の６０度鏡面光沢の測定方法に
準拠し、自動式測色色差計（ＡＵＤ－ＣＨ－２型－４５，６０、スガ試験機株式会社製）
を使用し、第１の樹脂層の、第２の樹脂層と接する面と反対の面から、光を入射角６０度
で照射し、同じく６０度で反射光を受光したときの反射光束ψｓを測定し、屈折率１．５
６７のガラス表面からの反射光束ψ０ｓとの比により、下式（１）により、光沢度を求め
た。結果を表１に示す。
光沢度（Ｇｓ）＝（ψｓ／ψ０ｓ）＊１００　…（１）
【００８０】
（５）第２の樹脂層の樹脂の評価
　第２の樹脂層の引張破断伸度については、ガラス基板上に、上記ウレタン樹脂をバーコ
ーターにて塗布し、８０℃にて１分間乾燥し、その後分離して厚み１５０μｍの試料を作
成し、ＪＩＳ　Ｋ７３１１に準拠した方法で測定した。第２の樹脂層のウレタン樹脂の引
張破断伸度は６００％であった。
　第２の樹脂層の軟化温度を、上記と同様に作成した試料を用いて、高化式フローテスタ
ーによる流動開始温度を測定し求めた。第２の樹脂層のウレタン樹脂の軟化温度は１６０
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　第２の樹脂層について、上記と同様に作成した試料を用いて、示差走査熱量計ＤＳＣ－
７（パーキンエルマージャパン株式会社製）により、以下の条件で示差走査熱分析曲線を
測定し、ガラス転移点を求めた。第２の樹脂層のウレタン樹脂のガラス転移点は－５０℃
であった。
測定開始温度：－９０℃
測定終了温度：２２０℃
昇温温度：１０℃／分
【００８１】
実施例２
　第２の樹脂層の厚みを５５ｎｍとした以外は、実施例１と同様に積層体及び成形体を製
造し、評価した。結果を表１に示す。
【００８２】
実施例３
　アルミニウムに代えて、インジウムを３０ｎｍ蒸着した以外は、実施例１と同様に積層
体及び成形体を製造し、評価した。結果を表１に示す。
【００８３】
実施例４
　第２の樹脂層の厚みを５５ｎｍとした以外は、実施例３と同様に積層体及び成形体を製
造し、評価した。結果を表１に示す。
【００８４】
比較例１
　第２の樹脂層の厚みを２８ｎｍとした以外は、実施例１と同様に積層体及び成形体を製
造し、評価した。結果を表１に示す。
【００８５】
比較例２
　第２の樹脂層の厚みを７６ｎｍとした以外は、実施例１と同様に積層体及び成形体を製
造し、評価した。結果を表１に示す。
【００８６】
比較例３
　第２の樹脂層の厚みを２３０ｎｍとした以外は、実施例１と同様に積層体及び成形体を
製造し、評価した。結果を表１に示す。
【００８７】
比較例４
　第２の樹脂層の厚みを２３０ｎｍとした以外は、実施例３と同様に積層体及び成形体を
製造し、評価した。結果を表１に示す。
【００８８】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
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【００８９】
　本発明の積層体及び成形体、並びに本発明の方法で得られる成形体は、デスクトップパ
ソコンやノート型パソコン等のコンピューター部品、携帯電話部品、電気又は電子機器、
携帯情報端末、家電製品部品、自動車部品、産業資材及び建築材等に使用することができ
る。
【符号の説明】
【００９０】
　１１　シート
　１２　Ｔダイ
　１３　第１冷却ロール
　１４　第２冷却ロール
　１５　第３冷却ロール
　１６　第４冷却ロール
　１７　金属製エンドレスベルト
　２１　剥離ロール
　２２　弾性材

【図１】
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